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長
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民
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衆
議
院
議
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一
郎
君
提
出
民
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業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
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律
案
に
つ
い
て
の
質
問
に
対
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、
別
紙
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を
送
付
す
る
。
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衆
議
院
議
員
玄
葉
光
一
郎
君
提
出
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
の
質
問
に
対
す
る
答

弁
書

「
信
書
」
に
つ
い
て
、
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
案
に
お
い
て
は
、
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送

達
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
案
に
よ
る
改
正
後
の
郵
便
法
に
お
け
る
「
特
定
の
受
取

人
に
対
し
、
差
出
人
の
意
思
を
表
示
し
、
又
は
事
実
を
通
知
す
る
文
書
を
い
う
。
」
と
の
信
書
の
定
義
を
引
用
し
、
規
定
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
と
称
さ
れ
る
も
の
の
中
に
は
多
種
多
様
な
も
の
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
が
信
書
に
該
当
す
る
か
否

か
の
判
断
は
、
こ
の
定
義
に
照
ら
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
な
お
、
こ
の
判
断
は
、
政
府
に
お
い
て
作
成
す
る
こ
と
と
し

て
い
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
っ
て
容
易
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。


